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団 体 名：熊本県湯前町      

事 業 名：湯前町水道事業     

策 定 日：令和３年３月     

計画期間：令和３年度～令和１２年度 

 

経営戦略策定の背景 

 水道事業では、老朽資産の大量更新時期の到来や、人口減少に伴う料金収入の減少

等により経営環境が厳しくなっています。しかし、安心安全で安定した水道水の安定

供給は日常生活に必要不可欠で重要な住民サービスであり、将来にわたっても安定的

に継続することが必要です。 

 そのため、現状把握や将来予測を行い、施設や管路更新などの建設改良に係る「投

資計画」と、その財源に係る財政状況の「財政計画」を策定し、今後１０年間の中長

期的な基本計画となるようこの経営戦略を策定するものです。 

 

 

１ 事業概要  

（１）事業の概要 

 湯前町の水道事業は、昭和３７年度に創

設された「北部地区簡易水道事業」を母体と

して、昭和５２年度に創設された「南部地区

簡易水道事業」との統合を進め、現在では一

つの「湯前町水道事業」として、計画給水人

口 5,700 人、計画 1 日最大給水量 2,280 ㎥

の事業規模で経営しています。現在では 

 町内の給水区域内人口は 3,635 人であり、町営水道事業による水道普及率は 96.7％

であるため、町内のほとんどを給水区域とし、町民の快適な日常生活はもちろん、社会

経済活動に欠かせないライフラインとなっています。 

  

 

（２）料金             水道料金             （税抜額） 

① 料金改定年月日 

令和元年 11 月 1 日 

② 料金体系の概要・考え方 

料金体系は基本料金と超過料金

から構成される「二部料金制」を採

用しています。なお、本町の事業体規模を考慮し、用途別料金体系は採用していて、「一

項 目 令和元年度末実績 

給 水 戸 数 1,585 戸 

給 水 人 口 3,635 人 

年間総有収水量 428,744 ㎥ 

一日平均給水量 1,178 ㎥ 

一人一日平均給水量 324ℓ 
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般用」は 10 ㎥まで、「官公庁用」は 60 ㎥まで、「学校用」は 100 ㎥までを基本料金、基

本料金から 100 ㎥までを超過料金 1（140 円/㎥）、それを超える場合を超過料金 2（130

円/㎥）と定めている。 

平成 26 年 5 月、令和元年 11 月に消費税率の改定に伴い、料金改定を行ってはいる

が、消費税を抜いた水道料金の値上げは平成 9 年以来行っていない。 

今後も計画的な事業計画のもと、適正な料金水準を維持できるよう努めていく必要が

あります。 

 

（３）組織 

 平成１７年までは水道課として組織していましたが、平成１８年度の機構改革により

整備係と管理係、水道係からなる建設水道課として組織しています。 

 なお、現在の人員は、建設水道課長、水道係長、水道係１名の計３人体制となってい

ます。 

 本町の事業体規模を考慮すると、これ以上の組織のスリム化は困難であるため、今後

もこの組織体系が望ましいと考えます。 

 

（４）経営分析 

 総務省が作成した「経営比較分析表」を次ページに添付します。 

 近年の経営状況は、経営指標からみても極めて良好です。経営収支比率は約１６７％、

料金回収率も１７４％でも高い水準を維持しています。しかし、今後給水人口の減少に

伴い給水収益の減少が予測され、更に平成２８年度から老朽管の更新を実施しており、

建設改良費、起債の償還、減価償却費の削減等の経営努力を継続しながら、計画的に事

業を行っていく必要があります。 
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２ 将来の事業環境  

（１）給水人口の予測 

将来的に行政区域人口及び給水区域内人口については、現在の減少傾向からそのまま

減少傾向で推移するものと予想され、令和１２年度には、行政区域内人口２，８４０人

になるものと見込まれます。 

また、給水人口については、給水普及率の現状維持を目標としていますが、行政区域

内人口の減少から、給水人口は減少傾向で推移するものと予想され、令和１２年度  

(２０３０年)には２，７４６人になるものと見込まれます。 

なお、行政区域内人口の将来予測値は、上位計画である「湯前町総合計画」に採用さ

れた「人口問題研究所」の H31 年集計の値を採用しました。 
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人口及び給水人口の推移予測

人口 給水人口

【算出方法】 

・（行政区域内人口） 

平成３０年度、令和元年度は実績値、令和２年度からは予測値。予測値は５年おきとなって

いるため、中間年は直線補完で算出 

・（給水人口） 

平成３０年度、令和元年度は実績値、令和２年度からは各年度行政区域内人口予測値に令和

元年度水道普及率 96.7％を乗じた値 
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（２）水需要の予測 

  

総配水量については、漏水の影響で平成３１年度から令和元年度が増加しているが、

令和２年度以降は年々減少傾向にあり、令和１２年度には４２４千㎥まで減少していく

と予測されます。これは、給水人口の減少や節水機器の普及が要因と考えられ、令和１

２年度以降も続いていくと予測されます。 
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年間総配水量予測／㎥

【算出方法】 

・（年間総配水量予測） 

１人当たり配水量（平成３０年度年間配水量実績値÷平成３０年度給水人口実績値）に

各年度給水人口予測値を乗じた値 

※令和元年度は漏水が多く、年間総配水量が異常値であったため、平成３０年を基準値

に採用した。 
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（３）料金収入の見通し 

 

 本町水道事業は、平成３０年度の料金収入から年々減少していき、令和１２年度には

50,000 千円を下回ると予測されます。令和１２年度以降も有収水量の減少が続くと予

測されるため、場合によっては、料金改定を踏まえた抜本的な経営転換が必要になって

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R6
(2024)

R7
(2025)

R8
(2026)

R9
(2027)

R10
(2028)

R11
(2029)

R12
(2030)

料金収入予測／千円（税抜）

【算出方法】 

・（料金収入予測） 

1 人当たり給水量（令和元年度有収水量実績値÷令和元年度給水人口実績値）に各年度給

水人口予測値を乗じた有収水量を算出し、１㎥あたり単価（令和元年度給水収益実績値

÷令和元年度有収水量実績値）を乗じた値 
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（４）施設の見通し 

 本町水道事業は、浄水施設が１か所、配水池が２か所と必要最小限の施設で水道経営

を行っています。また、水道管路延長は、導水管 0.85 ㎞、送水管 4.52 ㎞、配水管 46.95

㎞の合計 52.32 ㎞となっています。 

浄水施設については昭和６０年に建設され、現在３５年経過しています。機能的な問

題がない場合、耐用年数を超えて継続利用することは支障ありません。適切な保守、点

検、修理等を行い、延命化に努めます。ただ、浄水施設が１か所であり、バックアップ

機能がないため、災害等に備え、施設の強靭化を進める必要があります。 

配水施設については、令和元年度現在で耐用年数４０年以上経過している管が 13.85

㎞、全体の約 30％を占めており、１０年後の令和１１年度には 31.73 ㎞、全体の約６

７％と更に多くなっていくことが予測されます。 

 このように、浄水施設の強靭化、配水管の耐震化を進めるため、多額の費用を要する

ことが見込まれます。今後は施設の適正な維持管理により施設の長寿命化を図り、投資

額を平準化し効果的な更新を図っていきます。 

 

浄水場全景（普通沈殿池及び緩速ろ過池）       配水池全景（低区配水池） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老朽管更新（耐震化）事業 
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３ 経営の基本方針  

湯前町水道事業経営戦略では、基本理念を「地域とともに、信頼を未来につなぐ湯前

の水道」とし、（１）安全・安心な水の供給、（２）安定した水の供給、（３）町民サービ

スの向上、（４）事業経営の健全化、（５）環境にやさしい水道の５つを基本方針に掲げ

ています。 

（１）安全・安心な水の供給 

安全安心な水道水をお客様に提供するため、水質管理の強化・水質管理体制の強

化を進めています。 

（２）安定した水の提供 

  災害に強い水道を目指すために、浄水施設、配水施設の耐震化・強靭化を進めて

います。そのために、予備水源の確保、水道施設の更新、災害時の対応を強化し

ています。 

（３）町民サービスの向上 

  適正な水道料金の設定や窓口サービスの充実、町民ニーズの把握に努めています。 

（４）事業経営の健全化 

  収入の確保するため、未収金の縮減、支出を抑えるため、水道事業の効率化・経 

営意識の向上に努めています。 

（５）環境にやさしい水道 

   町民に対して、節水意識の啓発を行うことや、環境に配慮した資材を導入するな

どして、環境にやさしい水道に努めています。 

 

計画の方向性としては、安定性が高く安全な供給を図るため、経済性、効率性、優先

性を考慮し、計画的な施設整備に努めることとなっています。 

これらの施策を実現可能とするために、この経営戦略で策定する計画を基に、計画的

な投資や適正な維持管理を図り、安定的な事業を継続的に行うため、経営基盤の強化を

図ってまいります。 
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４ 投資・財政計画（収支計画） 

（１）投資・財政計画（収支計画）：13、14 ページに添付 

 

（２）収支計画策定に当たっての説明 

 収支計画の基本として、現在約３００，０００千円保有するキャッシュ（現金）の額

を維持しながら、施設更新や耐震化を図っていく、この方針を堅持していきます。 

 水道施設更新については、毎年度７０，０００千円程度を投じていく予定です。 約

20 年間は継続して、配水管更新工事を行っていくため、投資額や起債による借入額が

大きくなると予想しています。 

 企業債残高については令和元年度末で２３９，０００千円となっており、平成２８年

度から行っている老朽管の更新事業によるものです。企業債残高は今後の老朽管更新事

業により、年々増加していく予想ですが、内部留保資金との調整を図りながら、投資の

平準化を図ることとしています。 

 経費については、大部分が維持管理費となっており、今後も引き続き経費節減に努め

ていく必要があります。 

 

①収益的収支 

・給水使用料（料金収入） 

  水道料金の単価に、今後の使用水量予測分を乗じて算出後、人口減少率を反映させ

て見込んでいます。 

・他会計負担金 

  消火栓設置工事に係る一般会計からの負担金を見込んでいます。 

・その他営業収益 

  実績値により、各種手数料を計上しています。 

・職員給与費 

  給料、手当、法定福利費、退職手当組合負担金の額で見込んでいます。 

・経費 

  実績値により、現状維持としています。 

・修繕費 

老朽管の更新工事により、漏水も減ることが予測されるため、年々減少するものと

見込んでいます。 

・委託費 

  漏水による有収率の低下が予測されため、約５年に１度のペースで、町内全域の漏

水調査を見込んでいます。 

・減価償却費 

  仮登録も含んだ償却費により算出しています。 
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②資本的収支 

・建設改良費 

  管路更新や耐震化に係る建設改良費を見込んでいます。 

・企業債償還金 

  今後老朽管更新事業が進んでいくことから、企業債借入を見込んでおり、その後の

償還額は増加していくように見込んでいます。 

 

（３）今後の効率化及び健全化に向けた取り組み 

①投資について 

・施設整備 

浄水施設については、安定的な水の供給を実現するため、浄水場周辺の強靭化を

進めていきます。取水堰では、取水施設の改修を行うことや、浄水場のフェンスを

土砂防止擁壁に改修するなどして、災害時であっても安定的に水を供給できるよう

に整備していきます。 

配水施設については、布設後４０年以上経過した老朽管を耐震性のある管に今後

約２０年かけて整備していきます。 

いずれにしても、国庫補助制度を活用することで、財政基盤を安定させ、かつ適

切に施設や管路の更新を行っていきます。 

・民間委託 

今後の経営状況を鑑みると、現在のところ早期に検討する必要はありません。 

・広域化 

熊本県水道事業基盤強化推進協議会における地域協議会を通じて、他市町村と共同

で検討を進めてまいります。 

 

 

②財源について 

・料金収入 

適正な料金設定により財源確保に努めます。現状では値上げの予定はありません。 

 ・企業債 

本計画においても、計画的に借り入れることを予定しています。 

 ・繰入金 

今後の経営状況を鑑みると、現在のところ早期に検討する必要はありません。 

 ・国庫補助金 

   水道施設の更新事業については、国庫補助金を活用するなどして、町の単独費を

減らし、経営の健全化に努めます。 
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③投資以外の経費について 

  本町の特徴としては、取水から浄水場、浄水場から配水池、配水池からご家庭の蛇

口まで、ほとんどが自然流下方式となっています。ポンプを運転するための電力費が

ほとんどかからず、水質も良好なため、処理方式も塩素処理のみとなっています。そ

のため、安価に良質な水道水を提供することが可能です。今後も最低限の経費から最

大の利益を追求できるよう心がけていきます。 

  また、漏水により有収率が減少していくと、無駄な経費を使うことになるので、定

期的に漏水調査を入れるなどして、有収率向上を目指していきます。 
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５ 経営戦略の見直し  

 

 給水人口の減少による収益の減少、老朽施設の更新、漏水等の対応など、水道事業

を取り巻く環境は毎年厳しい状況にあります。 

 しかし、今後も水道事業者として安全安心な水道水の安定供給は重要な役割であ

り、また昨今の自然災害にも備える必要があります。 

 この経営戦略は、今後１０年間の目標としますが、毎年度進捗管理を行い、５年毎

に見直し適正な経営戦略となるよう努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇湯前町水道事業が目指すもの◇ 

〈１〉安全・安心な水の供給 

〈２〉安定した水の供給 

〈３〉町民サービスの向上 

〈４〉事業経営の健全化 

〈５〉環境にやさしい水道 
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